
種　　類 概　　　　要

※　建築士法第24条の４第1項により、建築士事務所には、業務に関する帳簿を保存することが義務付けられております。

契約年月日 報酬額
契約の相手方の
氏 名 （ 名 称 ）

業　務　の　内　容

建　築　士　事　務　所　業　務　台　帳

備 考
業 務 終 了
年 月 日

担当業務と担当
建築士及び担当
建 築 設 備 士

委託業務の概
要と受託者の氏
名(名称）、住所

管理建築士の意見


